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年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
が
、

住
所
を
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
転

居
先
の
住
所
を
管
轄
す
る
社
会
保

険
事
務
所
へ
「
年
金
受
給
権
者
住

所
・
支
払
機
関
変
更
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届

出
が
遅
れ
ま
す
と
、
各
種
通
知
書

が
お
手
元
に
届
か
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
「
年
金
受
給
権
者
住
所
・
支
払
機

関
変
更
届
」
は
、
区
市
町
村
役
場

の
国
民
年
金
担
当
窓
口
ま
た
は
社

会
保
険
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

　

年
金
受
給
者
の
住
所
変
更
に
伴

う
手
続
き
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務

所
（�
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
）
ま
た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

（�
０
５
７
０
・　

・
１
１
６
５
）

０７

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４９２

�
�
�
�
�

年
金
受
給
者
の
方
が

年
金
受
給
者
の
方
が

住
所
変
更
さ
れ
た

住
所
変
更
さ
れ
た

と
き
は
手
続
き
が

と
き
は
手
続
き
が

必
要
で
す

必
要
で
す　
　
　

�
〜
健
康
相
談
〜

　

保
健
師
が
日
ご
ろ
の
健
康
管
理

等
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。
機
器

を
使
っ
て
骨
密
度
、
体
脂
肪
、
血

圧
の
測
定
等
を
行
い
ま
す
。

▽
と
き　
　

月　

日
（
水
）
〜　

１０

２５

２７

日
（
金
）
午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

▽
と
こ
ろ　

田
無
庁
舎

▽
定
員　

各
日　

人
（
申
込
順
）

６０

▽
申
込　

各
日
と
も
、
午
前
９
時

　

分
か
ら
整
理
券
を
田
無
庁
舎
２

４５階
ロ
ビ
ー
で
配
布
し
ま
す
。

※
検
査
の
都
合
上
、
素
足
で
測
定

し
ま
す
。
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４７１

�　

家
族
や
友
人
と
、
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
や
親
睦
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
両
施
設
と
も
月
曜
日
（
祝

日
の
場
合
は
翌
日
）
は
休
館
日
と

な
り
ま
す
。

▽
対
象　

国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方

▽
利
用
期
間　

平
成　

年
３
月　

１９

３１

日
ま
で
。
年
末
年
始
の
休
館
日
に

つ
い
て
は
、
直
接
施
設
に
確
認
く

だ
さ
い
。

▽
利
用
施
設

①
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
「
数
馬
の

湯
」（�
０
４
２
・
５
９
８
・
６
７

８
９
）

▽
営
業
時
間
等　

午
前　

時
〜
午

１０

後　

時
（　

月
〜
３
月
は
午
後
７

１０

１２

時
ま
で
）
受
付
は
２
時
間
前
ま
で

▽
割
引
料
金
（
３
時
間
）
大
人　
８００

円
→　

円
、
小
人　

円
→　

円

４００

４００

２００

②
奥
多
摩
温
泉
「
も
え
ぎ
の
湯
」

（�
０
４
２
８
・　

・
７
７
７
０
）

８２

▽
営
業
時
間
等　

午
前
９
時　

分
３０

〜
午
後
９
時　

分
（　

月
〜
２
月

３０

１２

国
民
健
康
保
険
の

国
民
健
康
保
険
の

加
入
の
方
へ

加
入
の
方
へ　
　

国
民
健
康
保
険
加
入

国
民
健
康
保
険
加
入

者
向
け
温
泉
セ
ン
タ

者
向
け
温
泉
セ
ン
タ

ー
割
引
利
用
券
を

ー
割
引
利
用
券
を

配
布
し
ま
す

配
布
し
ま
す　
　

は
午
後
７
時
ま
で
）
受
付
は
１
時

間
前
ま
で

▽
割
引
料
金
（
２
時
間
）
大
人　
７００

円
→　

円
、
小
人　

円
→　

円

４００

４００

２００

▽
入
湯
税　

両
施
設
と
も
別
途
入

湯
税
（　

歳
以
上
１
人
に
つ
き　

１２

５０

円
）
が
必
要
で
す
。

▽
割
引
利
用
券
の
配
布　

保
険
年

金
課
（
田
無
庁
舎
２
階
、
保
谷
庁

舎
１
階
お
よ
び
出
張
所
）

▽
問
合
せ　

東
京
都
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
（�
　

・
６
２
３

０３

８
・
０
１
５
０
）

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４７３

�
�　

現
在
、
市
で
は
、
各
種
催
告
の

後
に
税
の
「
滞
納
」
を
続
け
て
い

る
場
合
、
滞
納
し
て
い
る
方
が
所

有
す
る
財
産
の
調
査
を
行
い
、
差

し
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
市
が
滞
納
処
分
と
し
て

差
し
押
さ
え
た
動
産
に
つ
い
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
入
札
（
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
）
方
式
に
よ
る
公
売
（
売

却
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
公
売
に
よ
る
売
却
代
金

は
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る
市
税
に

充
当
さ
れ
ま
す
。

▽
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
参
加
者
の
申
込

　
　

月　

日
（
火
）
〜　

月
１
日

１０

１７

１１

（
水
）

▽
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
へ
の
入
札　
　
１１

月
８
日
（
水
）
〜　

日
（
金
）

１０

�

�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売

の

お

知

ら

せ

売

の

お

知

ら

せ

おお
知知
らら
せせ

▽
下
見
会　
　

月　

日
（
月
）
午

１０

２３

後
１
時
〜
５
時
・
田
無
庁
舎

※
入
札
に
は
、
原
則
と
し
て
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
物
件
の
詳
細
お
よ
び
公
売
手
続

き
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.city.nishitokyo.lg.jp/

）

で
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３５９

�
�　

老
い
か
ら
終
末
に
か
け
て
必
要

な
備
え
に
つ
い
て
、
一
緒
に
点
検

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
何
を

ど
う
準
備
す
べ
き
か
講
師
の
先
生

と
と
も
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
同
テ
ー
マ
で
、　

月
は
高

１２

齢
者
セ
ン
タ
ー
き
ら
ら
、
平
成　
１９

年
１
月
は
南
町
文
化
ス
ポ
ー
ツ
・

文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
き
ら
っ
と
で

も
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▽
と
き
・
と
こ
ろ　
　

月　

日

１１

２４

（
金
）
午
後
２
時
〜
４
時
・
北
町

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▽
テ
ー
マ　

老
い
支
度
に
つ
い
て

の
勉
強
会

▽
講
師　
 
服
部 
哲
治

は
っ
と
り    

さ
ん
（
武
蔵
野

て

つ

じ

市
福
祉
公
社
権
利
擁
護
セ
ン
タ

ー
）

▽
申
込
方
法　

サ
ン
メ
ー
ル
尚
和

・ 
山 
極
   

（�
４
６
７
・
８
５
８
５
）

や
ま 
ぎ
わ

へ
電
話
で

�
�
�
�

「
老
い
支
度
を
み
ん
な

「
老
い
支
度
を
み
ん
な

で
考
え
る
」

で
考
え
る
」　
　
　

※
筆
記
用
具
を
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
サ
ー
ビ

ス
係
（
�保
 
�
内
線　

）
２３３２

�　

介
護
保
険
制
度
は
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
が
自
ら
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を

選
び
、
契
約
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
制
度
で
す
。
事
業
者

を
選
択
す
る
際
の
参
考
に
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
市
で
は
サ
ー
ビ
ス

提
供
事
業
者
の
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
冊
子
（
現
在
作
成
中
）
で

公
表
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
京
都
で
は
、
介
護
サ

ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
を
通

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
事
業
所

の
情
報
を
検
索
、
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
ま
し
た
。
当
シ
ス
テ
ム
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
頂
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ
→
健
康
・
福
祉
→
介
護
保
険
→

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
→
東
京
都

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ

ム
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
な
さ
ら

な
い
方
で
情
報
が
必
要
な
方
は
、

高
齢
者
支
援
課
介
護
相
談
係
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
者
支
援
課
介
護
相
談
係

（
�保
 
�
内
線　

）
２３２６

�
�

〜
申
請
は　

月　

日
（
火
）
ま
で
〜

１０

３１

　

学
校
選
択
制
度
は
、
新
一
年
生

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

の
公
表

の
公
表　
　
　
　
　

�

�

�

学

校

選

択

制

度

学

校

選

択

制

度

と
し
て
入
学
す
る
場
合
に
、
住
所

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
指
定

校
以
外
の
市
立
小
・
中
学
校
か
ら

入
学
す
る
学
校
を
選
べ
る
制
度
で

す
。

▽
対
象　

平
成　

年
度
新
入
学
生

１９

▽
申
請
手
続　

印
鑑
を
お
持
ち
の

う
え
、
学
務
課
（
保
谷
庁
舎
３
階
）

で　

月　

日
（
火
）
ま
で
に
申
請

１０

３１

し
て
く
だ
さ
い
。

※
従
来
の
と
お
り
指
定
校
に
入
学

す
る
場
合
は
、
特
別
な
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
指
定
校
変
更
特
例
措
置
（
旧
市

境
を
越
え
て
指
定
校
よ
り
近
い
学

校
に
入
学
で
き
る
制
度
）
の
申
請

も
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、
学

務
課
で　

月　

日
（
火
）
ま
で
に

１０

３１

お
願
い
し
ま
す
。

◆
学
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２６２３

�
〜
子
育
て
中
の
男
性
の
意
見
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
〜

　

市
で
は
、
平
成　

年
に
「
子
育

１６

ち
・
子
育
て
ワ
イ
ワ
イ
プ
ラ
ン（
子

育
て
支
援
計
画
）
平
成　

年
〜　

１６

２５

年
」
を
策
定
し
、
各
種
の
施
策
・

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
今
年
で
３
年
を
経
過
す

る
こ
と
か
ら
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
計
画

の
見
直
し
に
あ
た
り
、
子
育
て
中

の
父
親
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
意
見

を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
と
き　
　

月　

日
（
土
）
午
後

１０

２１

子
育
て
支
援
計
画

子
育
て
支
援
計
画

見

直

し

の

た

め

見

直

し

の

た

め

懇

談

会

を

開

催

懇

談

会

を

開

催

◆秘書課（�田 �内線1262）

ところと　き
柳沢小学校
体育館

１０月2１日（土） 
午後２時～４時

車座集会のご案内
（タウンミーテイング）

※上履きと靴袋をご持参ください。
※車でのご来場はご遠慮ください。

３
時
〜
４
時

▽
と
こ
ろ　

コ
ー
ル
田
無

▽
対
象
者　

子
育
て
中
の
男
性

▽
テ
ー
マ　

父
親
の
育
児
参
加
に

つ
い
て
な

ど

※
申
込
不
要
。
直
接
会
場
へ
。

▽
問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
へ
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

）
１５２８

�
�　

市
で
は
、
民
間
事
業
者
に
よ
る

開
発
を
規
制
・
誘
導
す
る
た
め
、

８
月　

日
に
次
の
２
地
区
の
地
区

２５

計
画
を
決
定
し
ま
し
た
。

①
向
台
町
三
丁
目
・
新
町
三
丁
目

�
�
�
�
�

地
区
計
画
を
決
定

地
区
計
画
を
決
定

し
ま
し
た

し
ま
し
た　
　
　

地
区

②
ひ
ば
り
ヶ
丘
駅
南
口
地
区

　

地
区
計
画
の
実
現
を
図
る
た

め
、
今
後
、
地
区
計
画
区
域
内
の

地
区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
た
地

区
で
建
築
物
の
建
築
等
を
行
う
場

合
は
、
事
前
に
市
に
届
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
区
整
備
計
画
に
定
め

た
建
築
物
に
関
す
る
制
限
を
建
築

確
認
の
審
査
項
目
と
す
る
た
め

「
西
東
京
市
に
お
け
る
地
区
計
画

の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制

限
に
関
す
る
条
例
」
を
９
月　

日
２１

に
施
行
し
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

地
区
計
画
で
定
め
た
規
制
内
容
を

よ
り
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

地
区
計
画
は
、
住
民
の
発
意
に

よ
り
手
続
を
進
め
る
こ
と
も
で
き

る
制
度
で
す
。
市
で
は
、
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
定
め
た
ま

ち
の
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
、

地
区
計
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を

今
後
積
極
的
に
進
め
る
予
定
で

す
。

　

詳
し
く
は
、
担
当
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２４１３

��
�

�������	
����

　

去
る
９
月　

日
（
月
）
の
落
雷
に
よ
り
、
旧
第
一
分

１１

団
南
町
詰
所
（
西
東
京
市
南
町
一
丁
目　

番
２
号
）
に

１５

設
置
し
て
あ
る
防
災
無
線
屋
外
拡
声
子
局
装
置
が
損
傷

し
て
修
理
が
必
要
と
な
り
、
周
辺
の
地
域
で
は
、
若
干

聞
き
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
他
局
か
ら
の
放
送

に
よ
り
音
声
伝
達
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
聞
き
取
り
に
く

い
場
合
は
屋
外
で
確
認
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
万
一
、
放
送
内
容
が
ご
不
明
の
場
合
は
、

防
災
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
と
Ｆ
Ｍ
西
東
京
と
の
協
定
に
よ
り
、
緊
急

時
に
は
、
Ｆ
Ｍ
西
東
京
で
市
の
防
災
無
線
の
緊
急
放
送

が
流
れ
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
防
災
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２２３３

担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は　

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）　

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します


